
                                                                  別表１－５ 

資 金 名  小口事業資金 

融資対象 
 県内に事業所を有し、現に事業を営む小規模企業者で、当該申込額を含めた
保証協会の保証付き融資残高が１，２５０万円以下であるもの 

資金使途  事業資金（借換資金も含む） 

融資限度額   １，２５０万円以内 

融資利率   １．８５％ 

保証料率   ０．３％～１．７５％ 

融資期間   １０年以内（据置期間２年以内） 

担  保   原則不要 

保 証 人   原則として、法人は代表者のみ、個人は不要 

受付機関   商工会議所・商工会、指定信用金庫、指定信用組合 

 
 必要書類 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 １ 信用保証委託申込書（借入申込書、信用保証委託契約書一式） 
 ２ 納税証明書 
 ３ 保証協会の保証実績のない個人事業者の場合は申込者の住民票抄本  
   （外国人登録済証明書、発行後１か月以内のもの） 
 ４ 申込が法人の場合は、商業登記簿謄本（発行後１か月以内のもの） 
 ５ 印鑑証明書（発行後３か月以内のもの） 
 ６ 許認可を必要とする業種にあっては、その許認可証の写し 
 ７ 飲食業の場合は、風俗営業でない旨の宣誓書 
 ８ 設備の設置等の設備資金の申込にあっては、見積書及び図面 
 ９ 事業歴１年未満の場合は開業から申込までの月別事業実績 
 10 建設業の場合は、受注工事明細書 
 11 個人情報の提供に関する同意書 
 12 決算書、納税申告書等の写し     
 13 その他必要と認める書類 
 

  
【融資の流れ】 
 
  １ 商工会議所、商工会申込 
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  ２ 指定信用金庫、信用組合申込 
 
         借入申込              保証依頼 
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